
介護老人保健施設あすかHOUSE松伏                                        

訪問リハビリテーション 利用料金表  （ ）内は負担割合 2 割の方  

 
基本料金    

 

① 訪問リハビリテーション費          
      

 
 
      
② 加算項目  （ ）内は負担割合 2 割の方 

 
 
 

 
 

 
 

介護予防訪問リハビリテーション 利用料金表  （ ）内は負担割合 2割の方  

 
基本料金    
 

 

① 介護予防訪問リハビリテーション費          
      

 
      

 

② 加算項目  （ ）内は負担割合 2 割の方 

 

20 分間あたり 40 分間あたり 

300 円（599 円） 599 円（1,198 円） 

加 算 項 目 金   額 詳      細 

サービス提供体制強化加算 
20 分  6 円 

（12 円） 
40 分 12 円 

（25 円） 
サービスを提供する理学療法士・作業療法士が勤続

3 年以上の者である場合 

リハビリテーション 
マネジメント加算(Ⅰ)  238 円(475 円)／月 (Ⅰ)（Ⅱ）（Ⅲ）いずれかの算定となります 

訪問リハビリテーションの実施にあたり、施設の 

医師がリハビリテーション計画作成に係わる診療を

行い、リハビリテーションの内容等について説明と

同意を得ること等細かな条件があります 

リハビリテーション 
マネジメント加算(Ⅱ) 289 円(578 円)／月 

リハビリテーション 
マネジメント加算(Ⅲ) 331 円(661 円)／月 

短期集中リハビリ 
テーション実施加算 207 円(413 円)／日 

退院・退所日または新たに要介護認定を受けた日か

ら３カ月以内に集中的なリハビリを実施した場合 

施設の医師が 
診療を行わない場合の減算 

20 分 -21 円 

(-41 円) 
40 分 -41 円 

（-83 円） 

 
 

20 分間あたり 40 分間あたり 

300 円（599 円） 599 円（1,198 円） 

加 算 項 目 金   額 詳     細 

サービス提供体制強化加算 
20 分  6 円 

（12 円） 
40 分 12 円 

（25 円） 
サービスを提供する理学療法士・作業療法士が勤続

3 年以上の者である場合 

リハビリテーション 
マネジメント加算  238 円(475 円)／月 

質の高いリハビリテーションを実現するため、概ね

３ケ月ごとにリハビリテーション計画を更新し、施

設の医師が具体的な指示を行う場合 

短期集中リハビリ 
テーション実施加算 207 円(413 円)／日 

退院・退所日または新たに要介護認定を受けた日か

ら３カ月以内に集中的なリハビリを実施した場合 

施設の医師が 
診療を行わない場合の減算 

20 分 ‐21 円 

(-41 円) 
40 分 -41 円 
 （-83 円） 

 

 

 

※当施設の訪問リハビリは 
1 回あたり 40 分間のサービス提供を 
基本としています 

※以下の基本料金（①訪問リハビリテーション費・②加算項目）については、各項目ごとに地域加算 
 ＜6 級地＞を含んだ金額を掲載しています。 
端数処理の関係で実際の請求金額とは若干の誤差が生じますので、予めご了承ください。 

◇利用料金は介護保険法の改正等により変更される場合があります 
H30.4.1 改定 

※当施設の訪問リハビリは 
1 回あたり 40 分間 
のサービス提供を基本としています 

※以下の基本料金（①介護予防訪問リハビリテーション費・②加算項目）については、各項目ごとに        
地域加算＜6 級地＞を含んだ金額を掲載しています。 
端数処理の関係で実際の請求金額とは若干の誤差が生じますので、予めご了承ください。 


